
（平成２４年１月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7459 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 20 年 12 月１日から 21 年１月４日までの期間に

ついて、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）

における資格喪失日に係る記録を同年１月４日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額を 150 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   申立期間のうち、昭和 51 年８月１日から同年 10 月１日までの期間につ

いて、申立人は、当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 32 万円に訂正すること

が必要である。 

   なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20 年 12 月１日から 21 年１月４日まで 

             ② 昭和 51 年８月１日から同年 10 月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の被保険

者記録が欠落しているので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。また、厚生年金保険の記録では、Ｃ社に係る申立期

間②の標準報酬月額は 20 万円となっているが、昭和 51 年８月の給与明

細書の厚生年金保険料控除額は 32 万円の標準報酬月額に見合う厚生年

金保険料控除額となっているので、当該期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 



                      

  

   申立期間①について、申立人から提出されたＡ社発令の昭和 20 年 12 月

１日付け辞令書及びＢ社発行の 32 年 12 月 16 日付け勤続 20 年の表彰状か

ら判断すると、申立人は、当該期間にＡ社に継続して勤務し（20 年 12 月

１日に、同社Ｄ店から同社Ｅ支店に異動）、当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、Ａ社Ｅ支店は、昭和 21 年１月４日に厚生年金保険の適用事業所

となっていることから、申立人の被保険者資格は、本来、同日まで同社Ｄ

店において引き続き有すべきものである。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

20 年 11 月の社会保険事務所（当時）の記録から、150 円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の納付義務を履

行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

   申立期間②について、申立人が提出した昭和 51 年８月の給与明細書に

より、申立人は、同年８月の給与から標準報酬月額 32 万円に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

   また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の昭

和 51 年 10 月の標準報酬月額について 32 万円とする旨の記載があるとこ

ろ、当該標準報酬月額は、上記の給与明細書における厚生年金保険料の控

除に見合う標準報酬月額と同額であることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②について、その主

張する標準報酬月額（32 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の納付義務を履

行したか否かについては、事業主は不明と回答しており、このほかに確認

できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判

断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が給与明細書で確認又は推認できる厚生年金保険料控除額に見合う報

酬月額の届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これを

確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認

められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7460 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成元年 11 月 20 日から３年８月１日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の標

準報酬月額に係る記録を元年 11 月から２年９月までは 30 万円、同年 10

月から３年７月までは 32 万円に訂正することが必要である。 

   申立期間のうち、平成３年５月１日から同年８月１日までの期間につい

て、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の

標準報酬月額に係る記録を 50 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る平成３年５月から同年７月までの上記訂正

後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額（32

万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否

かについては、明らかでないと認められる。 

   申立期間のうち、平成３年８月１日から４年６月８日までの期間につい

て、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年６

月８日であると認められることから、当該期間の資格喪失日に係る記録を

訂正し、当該期間の標準報酬月額を 50 万円とすることが必要である。 

   申立期間のうち、平成４年６月８日から同年７月１日までの期間につい

て、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に

係る記録を同年７月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 17 万円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る平成４年６月の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年 11 月 20 日から３年８月１日まで 

             ② 平成３年８月１日から４年７月１日まで 



                      

  

    私は、平成元年 11 月 20 日から４年６月 30 日までの期間においてＡ

社に勤務していた。当時の給与は、元年 11 月から２年７月までは 28 万

円、同年８月から３年４月までは 30 万円、同年５月から４年５月まで

は 50 万円、同年６月は 16 万 6,000 円であったにもかかわらず、ねんき

ん定期便では、申立期間①の標準報酬月額が 24 万円になっている。調

査の上、申立期間①の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

    また、平成３年８月１日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失してい

るが、４年６月 30 日まで勤務していたので、申立期間②を厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、オンライン記録によると、申立人の当該期間に係

る厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成元年 11 月から２年９月ま

では 30 万円、同年 10 月から３年７月までは 32 万円と記録されていたと

ころ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成３年

８月１日）より後の４年６月８日付けで、遡って 24 万円に訂正されてい

る上、申立人を除く４名の標準報酬月額についても引き下げられているこ

とが確認できるが、社会保険事務所においてこのような処理を行う合理的

な理由は見当たらない。 

   また、Ａ社の元事業主は、｢申立期間当時、厚生年金保険料の滞納があ

り、社会保険事務所に相談に行った記憶がある。｣と供述している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の当該期間に係る標準報酬月額に

ついて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の当該期間に係

る標準報酬月額は、当初、事業主が社会保険事務所に届け出た、平成元年

11 月から２年９月までは 30 万円、同年 10 月から３年７月までは 32 万円

に訂正することが必要であると認められる。 

   また、申立期間①のうち、平成３年５月１日から同年８月１日までの期

間について、申立人が所持する賃金台帳により、申立人は、当該期間につ

いて、その主張する標準報酬月額（50 万円）に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明と回答しており、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら行ったとは認められない。 



                      

  

   申立期間②のうち、平成３年８月１日から４年６月８日までの期間につ

いて、雇用保険の加入記録及び申立人の所持する賃金台帳から、申立人が

当該期間にＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

   一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社における資格喪失日は平

成３年８月１日となっているが、当該喪失処理は、同社が厚生年金保険の

適用事業所でなくなった日より後の４年６月８日付けで行われている上、

申立人を除く４名についても遡った資格喪失処理が確認できるが、社会保

険事務所においてこのような処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   また、上述のとおり、Ａ社の元事業主は、｢申立期間当時、厚生年金保

険料の滞納があり、社会保険事務所に相談に行った記憶がある。｣と供述

している。 

   これらを総合的に判断すると、当該資格喪失処理に係る記録は、有効な

ものとは認められず、申立人の資格喪失日は、当該喪失処理日である平成

４年６月８日であると認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額は、当該喪失処理前の社会保険事務所の

記録から、50 万円とすることが妥当である。 

   申立期間②のうち、平成４年６月８日から同年７月１日の期間について、

雇用保険の加入記録及び申立人が所持する上記賃金台帳により、申立人は、

Ａ社に継続して勤務し、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額は、上記賃金台帳の保険料控除額から、

17 万円とすることが妥当である。 

   一方、上述のとおり、Ａ社は、平成３年８月１日に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっており、当該期間においては、適用事業所としての記

録が無い。しかしながら、同社の商業登記簿謄本から、当該期間において

も法人の事業所であったことが確認できることから、同社は、厚生年金保

険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

   なお、事業主は、当該期間において厚生年金保険の適用事業所でありな

がら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められること

から、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7461 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成８年

３月１日であると認められることから、申立期間の資格喪失日に係る記録

を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については 18 万円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年１月 31 日から同年３月１日まで 

    私は、平成７年６月１日から８年２月 29 日までＡ社に勤務していた

が、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていない。申立期間

について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、申立人がＡ社の後に勤務したＢ社が保管していた

申立人に係る雇用契約書、訪問カード及び身上調査報告書により、申立人

が、申立期間においてＡ社に勤務していたことが認められる。 

   一方、オンライン記録では、申立人は、Ａ社において平成８年１月 31

日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失しているが、当該資格喪失した旨

の処理は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日である同年１

月 31 日より後の同年４月 25 日に行われている上、複数の同僚についても、

申立人と同様の処理が行われていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、平成８年１月 31 日に

資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る

記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、雇

用保険の記録における離職日の翌日である同年３月１日であると認められ

る。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における当該

喪失処理前の記録から、18 万円とすることが妥当である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7462 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間において厚生年金保険被保険者であったと認められ

ることから、申立人のＡ社（現在は、Ｃ社）Ｂ工場における資格喪失日に

係る記録を昭和 24 年１月 10 日に訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 23 年１月から同年７

月までは 600 円、同年８月から同年 11 月までは 3,000 円、同年 12 月は

3,600 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23 年１月 10 日から 24 年１月 10 日まで 

    私は、昭和 22 年５月にＡ社Ｂ工場にＤ職として入社し、Ｅ作業に従

事してきたが、23 年末に工場を本社のある地に移転することとなり、

通勤ができないので辞めることとした。24 年１月にＦ社の入社試験を

受け合格したのでＡ社に退社届を出した。給料明細書は無いがＦ社に入

社した際の履歴書を提出するので、申立期間を被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 24 年１月にＡ社Ｂ工場から就職活動をしていいと言わ

れていたことを記憶していることや申立人が同社の後に勤務したＦ社が保

管している申立人の履歴書から、申立人が申立期間においてＡ社に勤務し

ていたことが認められる。 

   一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金

保険被保険者資格喪失日は昭和 23 年１月 10 日となっている。 

   しかしながら、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

よると、申立人は、昭和 23 年１月 10 日に被保険者資格を喪失している記

録があるにもかかわらず、同日以降の同年８月１日及び同年 12 月１日に

標準報酬月額が改定された記録があることから、事業主が申立人の資格喪

失日を同年１月 10 日と届け出たとは考え難い。 



                      

  

   また、当該被保険者名簿には、申立人と同様に被保険者資格喪失日以降

に標準報酬月額が改定された記録がある同僚がいることから、社会保険事

務所（当時）の記録が適正に管理されていたとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において厚生年金保

険被保険者であったと認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における

厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録を昭和 24 年１月 10 日に訂

正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録か

ら、昭和 23 年１月から同年７月までは 600 円、同年８月から同年 11 月ま

では 3,000 円、同年 12 月は 3,600 円とすることが妥当である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7463 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 49 年４月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を６万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年４月１日から同年８月 10 日まで 

    私は、昭和 49 年４月１日にＡ社に入社し、２か月間の合同研修の後、

同社にＣ職として勤務していた。厚生年金保険の記録では、同社に係る

被保険者資格取得日は、同年８月 10 日となっており、申立期間が被保

険者期間となっていない。 

    同期入社の３名は、同じ合同研修を受け、同じＣ職であったが、厚生

年金保険の被保険者資格取得日は、入社日と同日の昭和 49 年４月１日

となっている。調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時の上司の証言、Ｄ厚生年金基金の記録及び雇用保険の記録

から判断すると、申立人が申立期間において、Ａ社に勤務していたことが

認められる。 

   また、上記の上司は、「Ａ社は、厚生年金保険に加入させない試用期間

等を設けておらず、正社員は、入社時から厚生年金保険に加入させる取扱

いだった。」と供述している。 

   さらに、申立人及び当該上司が、「申立人と同様、昭和 49 年４月１日

に入社し、申立人と同じＣ職であった。」とする同僚３名の厚生年金保険

の被保険者資格取得日は、オンライン記録によると、入社日と同日の昭和



                      

  

49 年４月１日となっていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

49 年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかにこれ

を確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7464 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が平成

20 年 10 月１日とされ、申立期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録され

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の同社における資格取得日を同年 10 月１日とし、申立期間の標準

報酬月額を 47 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年 10 月１日から 21 年７月１日まで 

    私は、平成 20 年 10 月１日にＡ社に入社し、現在も継続して勤務して

いる。 

    しかし、申立期間においても厚生年金保険料が給与から控除されてい

たにもかかわらず、申立期間が年金額の基礎となる被保険者期間となら

ない期間とされているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が平成

20 年 10 月１日とされているが、申立期間は厚生年金保険法第 75 条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と

記録されている。 

   しかしながら、Ａ社が加入するＢ健康保険組合の被保険者台帳及びＣ厚

生年金基金の加入員台帳から、申立人は、同社に平成 20 年 10 月１日から

継続して勤務していたことが認められる上、同社の賃金台帳から、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい



                      

  

たことが認められる。 

   また、申立人の申立期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳にお

いて確認できる厚生年金保険料控除額から 47 万円とすることが妥当であ

る。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人の厚生年金保険被保険者資格取得日に係る届出

を社会保険事務所（当時）に提出していないことが、磁気媒体届書から確

認できることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 20

年 10 月から 21 年６月までの保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7465 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 35 年３月 11 日から同年８月 18 日までの期間に

ついて、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得

日に係る記録を同年３月 11 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を同年

３月は 9,000 円、同年４月は１万 2,000 円、同年５月から同年７月までは

１万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   また、申立期間のうち、昭和 40 年９月 26 日から同年 10 月１日までの

期間について、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、申立人のＣ社における資

格喪失日に係る記録を同年 10 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額

を４万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年３月頃から同年８月 18 日まで 

             ② 昭和 38 年３月 20 日から同年４月１日まで 

             ③ 昭和 40 年９月 26 日から同年 10 月１日まで 

    私は、昭和 35 年３月頃にＡ社に入社し、Ｄ作業所で、Ｅ職として勤

務していた。給与明細書に記載された会社の名称から、会社は、Ｂ社及

びＣ社と変わったようであるが、同社の解散に伴い 40 年９月末日に同

社を退職するまで当該作業所に継続して勤務していた。しかし、このう

ち申立期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていない。調査の上、

申立期間①から③までについて、厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 



                      

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が名前を挙げた元同僚を含むＡ社の元社員

の証言並びに申立人が所持する給与明細書の書式及び記載内容から判断す

ると、申立人は当該期間において同社に勤務し、厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格取得日について、

申立人は、昭和 35 年３月頃から同社に勤務していたと述べており、申立

人が所持する同年３月分の給与明細書における基本給算定日数が 18 日分

となっていることから判断すると、同年３月 11 日とすることが妥当であ

る。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は

決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、昭和 35 年３月は 9,000

円、同年４月は１万 2,000 円、同年５月から同年７月までは１万円とする

ことが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ａ社は、昭和 54 年１月 16 日に厚生年金保険の適用事業所でなく

なっている上、当時の事業主は既に死亡しており、このほかにこれを確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

   申立期間③について、申立人が所持するＣ社発行の昭和 40 年９月分及

び同年 10 月分の給与明細書の記載内容から、申立人は当該期間において

同社に勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

   なお、申立人のＣ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日について

は、申立人は、昭和 40 年９月 30 日に同社を退職したと述べていること、

及び申立人が所持する同年 10 月分の給与明細書には厚生年金保険料控除

の記載が無いことから判断すると、同年 10 月１日とすることが妥当であ

る。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 40 年９月分の給与明

細書及びＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における同年８月

の標準報酬月額の記録により４万 8,000 円とすることが妥当である。 



                      

  

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ｃ社は、昭和 40 年 10 月 26 日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっている上、同社の事業主は既に死亡しており、このほかにこれを確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

   一方、申立期間②について、申立人が名前を挙げた元同僚は、「申立人

のことを知っている。申立人はＡ社、Ｂ社及びＣ社に継続して勤務してい

た。」と証言している上、申立人が所持するＣ社発行の昭和 38 年度上期

賞与明細書及びＦ社が保管していた人事台帳の記録により、申立人が申立

期間②当時、Ｂ社及びＣ社に継続して勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ｂ社及びＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において、Ｂ社は昭和 38 年３月 20 日に厚生年金保険の適用事業所でなく

なっており、Ｃ社は同年４月１日に厚生年金保険の適用事業所となってい

ることから、申立期間②は、いずれの事業所も厚生年金保険の適用事業所

となっていないことが確認できる。 

   また、Ｃ社は、昭和 40 年 10 月 26 日に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっており、Ｂ社及びＣ社の事業主は既に死亡していることから、申

立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

   さらに、Ｂ社及びＣ社に係る上記被保険者名簿において、Ｂ社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった昭和 38 年３月 20 日に同社の厚生年金保

険被保険者資格を喪失した者は５名確認できるが、このうち同社の被保険

者資格を喪失した後、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となった日と同日

の同年４月１日付けで同社の被保険者資格を取得している者は、申立人を

含む３名であったことが確認でき、いずれもオンライン記録と一致してい

る。 

   加えて、Ｂ社及びＣ社に係る上記被保険者名簿において、申立期間②前

後に厚生年金保険被保険者であることが確認でき、かつ、連絡先の判明し

た者に対する文書照会結果によっても、申立期間②におけるＢ社又はＣ社

の事業主による給与からの厚生年金保険料控除をうかがえる証言を得るこ

とはできなかった。 

   このほか、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる給料明細書等の資料を所持して

おらず、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除をうかがえる



                      

  

関係資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7466 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年 11 月 29 日から 47 年 12 月１日まで 

    オンライン記録によると、私がＡ社で働いていた期間のうち、申立期

間の厚生年金保険被保険者記録が無い。申立期間において、私は、同社

の各地売店、店舗の店長として勤務していたと同時に、独立して会社を

設立する準備もしていたため、Ｂ社を設立した昭和 47 年 11 月までＡ社

に勤務していたことは間違いない。調査の上、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社を合併したＣ社の事業主及び同僚等の供述から、申立人が申立期間

において、Ａ社に勤務していたことはうかがえる。 

   しかし、申立人の雇用保険の加入記録によると、申立人は昭和 45 年 11

月 28 日にＡ社を離職していることが確認でき、オンライン記録と符合し

ている。 

   また、Ｃ社は、「当時の資料を保管していないため、申立期間における

申立人の雇用形態及び厚生年金保険料の控除は不明である。」と回答して

いることから、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができない。 

   さらに、申立人が申立期間当時、同じ勤務形態であったとして名前を挙

げた同僚は既に死亡していることから証言を得ることはできないため、申

立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人の資格喪失日は、昭和 45 年 11 月 29 日であることが確認でき、オンラ



                      

  

イン記録と一致する上、記録管理上の不自然さは見当たらない。 

   なお、申立人は、Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者記号番号が

誤っている旨述べているが、上記記号番号は申立人が申立期間より前にＤ

社の厚生年金保険被保険者資格を取得した際、申立人の厚生年金保険被保

険者記号番号として払い出された記号番号と一致しており、事務処理上の

不自然さは無い。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関係資

料及び周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7467（事案 2526 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年 12 月１日から 50 年７月４日まで 

             ② 昭和 59 年 12 月 31 日から 60 年６月１日まで 

    オンライン記録によると、私が代表取締役として設立したＡ社の、申

立期間①の厚生年金保険被保険者記録が無い。商業登記簿謄本により、

同社の設立日は昭和 47 年 11 月 18 日であることが確認でき、厚生年金

保険には、同社を設立した当初から加入していたはずである。また、同

社に係る申立期間②の厚生年金保険被保険者記録が無いが、会社は 60

年５月末まで存続しており、当時、当該期間の厚生年金保険料は、売上

代金の銀行振込分を社会保険事務所（当時）に連絡し、差押入金してい

るため、納付したはずである。59 年の決算書（昭和 59 年分確定申告控

え）及び配当計算書謄本の写し等を提出するので、申立期間について、

再調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る申立期間②については、申立人の当該期間における勤務実態

は確認できるものの、オンライン記録によると、同社は昭和 59 年 12 月

31 日付けで厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、同社の厚

生年金保険被保険者に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申立

人を含む被保険者全員（７人）が同日付けで被保険者資格を喪失し、健康

保険被保険者証を 60 年２月 25 日付けで社会保険事務所に返納しているこ

とが確認できることのほか、元社員に対する聴き取り調査において、当該

期間に係る厚生年金保険料控除は無かったと思う旨の証言があったこと、

及び申立人が提出した 59 年決算書は当該期間に係る資料ではないことか

ら、同社による社会保険事務所に対する当該期間における厚生年金保険料



                      

  

の納付の事実は確認することができない上、当該期間に係る厚生年金保険

料控除が確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料も無いことなどから、

既に当委員会の決定に基づき平成 22 年４月 26 日付けで年金記録の訂正は

必要無いとする通知が行われている。 

   申立人は、今回の申立てに当たり、Ａ社は昭和 60 年５月末まで存在し、

申立期間②における厚生年金保険料の納付については、59 年決算書及び

配当決算書謄本の写しにより確認できるはずである旨述べ、同社の元取締

役及び今回の申立てに関する提出資料を作成したとする税理士の名前を挙

げている。 

   しかし、上記の元取締役は、「私は、Ａ社を昭和 59 年 12 月末に退職し

た。退職後も同社は存続していたと思うが、私は、60 年３月から別の事

業所に勤務したため、詳細は不明である。」と述べ、また、上記税理士は、

「私が申立人に依頼されて作成した書類は、申立人が所持する配当決算書

謄本等の書類を基に作成したものと思う。資料も無く記憶は定かではない

が、当時、Ａ社には滞納保険料があり、滞納保険料分として配当決算書謄

本に記載されている金額を社会保険事務所に払っているものと思われるが、

何年何月の厚生年金保険料に当たるのかは分からない。」と述べている上、

当委員会での検証結果においても、当該配当決算書謄本に記載されている

社会保険事務所に対する支払額（403,367 円）が申立期間に係る厚生年金

保険料であることを確認することはできず、このほかに、委員会の当初の

決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間

②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認

めることはできない。 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社を設立した当初から厚生年金保険

に加入していたはずである旨述べている。 

   しかし、商業登記簿謄本によると、Ａ社の設立日は昭和 47 年 11 月 18

日であることが確認できる一方、オンライン記録から、同社は 50 年７月

４日に厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認できる。 

   また、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿から、申立人のＡ社におけ

る同記号番号は、昭和 50 年７月４日付けで払い出され、申立人は、同年

７月４日付けで同社の厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確

認できる上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票においても、

申立人は同日付けで被保険者資格を取得した旨の記載が確認でき、いずれ

もオンライン記録と一致している。 

   さらに、申立人が名前を挙げた元取締役は、「期間ははっきりと記憶し

ていないが、Ａ社設立から健康保険及び厚生年金保険の加入までは、少し

間が空いていたように思う。」と述べている上、当該元取締役の健康保険

厚生年金保険被保険者原票及び上記の被保険者記号番号払出簿から、同人



                      

  

の同社における厚生年金保険被保険者資格取得日は、申立人と同日の昭和

50 年７月４日であることが確認できる。 

   加えて、申立人の国民年金被保険者台帳から、申立人は、昭和 47 年４

月から 50 年６月までの期間について、国民年金保険料を納付しているこ

とが確認できる。 

   このほか、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる資料を所持しておらず、当該期間

における厚生年金保険料の控除について確認できる関係資料及び周辺事情

も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7468 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年２月 14 日から 50 年６月１日まで 

             ② 昭和 51 年 11 月 16 日から 58 年３月１日まで 

    オンライン記録によると、申立期間の標準報酬月額は、当時、実際に

支給されていた報酬月額よりも低く記録されている。申立期間は、Ａ社

の正社員として海外勤務をしていた期間であり、海外勤務者は国内勤務

者より手当等を含め報酬が高くなるはずであるが、当時国内勤務をして

いた同僚と比較しても、申立期間の標準報酬月額は低く、不自然である。

給与明細書等は無いが、調査の上、申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に勤務した期間のうち、海外勤務であった申立期間に係

る厚生年金保険の標準報酬月額について、海外勤務に伴う諸手当が十分に

反映されたものとはなっていない旨述べている。 

   しかし、Ａ社は、「申立期間当時の資料が保管されていないため、申立

人に係る申立期間における標準報酬月額の社会保険事務所（当時）への届

出、申立期間における保険料控除額及び保険料の納付については不明であ

るが、現在、当社では、海外勤務者に支給される海外関連手当は、厚生年

金保険の標準報酬月額算定の基礎となる報酬額には算入していない。当該

取扱いの開始時期は不明であるが、過去からの取扱いを引き継ぎ現在に至

っている。」と回答している。 

   また、オンライン記録により、申立人及びＡ社が申立人の前任者として

名前を挙げた元社員、並びに申立人が同時期に他地域に海外勤務していた

者として名前を挙げた同僚の標準報酬月額の推移について当委員会で検証



                      

  

した結果においても、申立人に係る標準報酬月額のみが異なる取扱いであ

ったという事情は見当たらない。 

   さらに、Ａ社から提供された申立人のＢ厚生年金基金の加入員記録にお

ける申立期間の標準給与額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致して

いることが確認できる。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における申立人

の標準報酬月額の記録は、遡って訂正された形跡は見当たらず、オンライ

ン記録と一致している。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関係資

料及び周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7469 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 49 年４月１日から 50 年４月１日までの期間につ

いて、申立人は、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立期間のうち、昭和 50 年７月１日から 51 年８月１日までの期

間について、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年４月１日から 50 年４月１日まで 

             ② 昭和 50 年７月１日から 51 年８月１日まで 

    私が記入した履歴書によると、Ａ社（現在は、Ｂ社）には昭和 49 年

４月１日に入社したことになっているが、厚生年金保険の記録によると、

同社での資格取得日は 50 年４月１日となっている。 

    Ａ社が発行した昭和 50 年２月分の給与明細書があることから、同年

４月入社ということはなく、履歴書のとおり前年の 49 年４月に入社し

たのではないかと思う。 

    また、Ａ社Ｃ支店で勤務した期間のうち、当初の申立期間②の標準報

酬月額が当時の給与額に比べて低い。 

    調査の上、申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ｄ社から提出された社員原簿、申立人がＡ社入社

の際に記載した誓約書及び雇用保険の記録によると、申立人の同社におけ

る入社日は、昭和 50 年４月１日となっている。 

   また、昭和 50 年４月にＡ社に入社したとする申立人と同期入社の同僚

10 名は、全員が、「申立人は、同年４月１日入社の同期であり、同年７

月に同社Ｃ支店に異動になったと記憶している。申立人が、入社前の同年



                      

  

２月や同年３月において同社に勤務していたことは不明であるが、自身は、

入社前には勤務していない。」と供述している。 

   なお、申立人は、Ａ社が発行した昭和 50 年２月の給与明細書を所持し

ているものの、当該給与明細書に記載されている本給８万 5,000 円は、Ｄ

社から提出された初任本給表によると、同年４月入社の大卒者の本給であ

り、特別給 3,500 円は、同社から提出された資料によると、同年 10 月以

降に支給が開始されたものであることから、当該給与明細書が申立期間①

に係る給与明細書であったとは考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除をうかが

わせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   申立期間②について、申立人から提出された昭和 51 年２月から同年７

月までの給与明細書に記載されている厚生年金保険料の控除額に見合う標

準報酬月額は９万 2,000 円であり、オンライン記録と一致している。 

   また、Ｄ社は、申立人がＡ社Ｃ支店に異動した昭和 50 年７月１日にお

ける資格取得時の標準報酬月額について、「異動による資格取得時の標準

報酬月額は、超過勤務手当を含めず本給等で決定している。当時の大卒初

任給と見比べても、申立人の標準報酬月額９万 2,000 円は正しい記録と思

われる。」と回答している。 

   さらに、申立人と同期入社で、申立人同様、昭和 50 年７月にＡ社Ｃ支

店に異動した同僚３名の当該期間における標準報酬月額は、オンライン記

録から、申立人と同額の９万 2,000 円であったことが確認できる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7470 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62 年頃 

             ② 昭和 63 年頃から平成元年頃まで 

             ③ 平成３年頃から４年頃まで 

    私は、申立期間①はＥ市にあったＡ社に、申立期間②はＦ駅付近にあ

ったＢ社に、申立期間③はＥ市にあったＣ社（現在は、Ｄ社）に勤務し

ていたにもかかわらず、申立期間①から③までの厚生年金保険被保険者

記録が無い。厚生年金保険料控除を証明する給与明細書等は残っていな

いが、調査の上、申立期間①から③までを厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社が提出した申立人に係る源泉徴収簿において、

申立人は、昭和 62 年７月 30 日に同社に入社し、63 年２月 20 日に退職し

ていることが確認できる。 

しかしながら、上記源泉徴収簿により、申立人は当該期間において、厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていないことが確認できる。 

また、申立人は、「Ｇ商品の販売員だった。」と述べており、Ａ社は、

「販売員は委任契約のため、社会保険には加入していない。」と回答して

いるところ、上記源泉徴収簿から、申立人は当該期間において、給与では

なく、事業所得の支給を受けていることが確認できる。 

申立期間②について、申立人は、当該期間にＢ社で勤務していたと述べ

ている。 

しかしながら、Ｂ社は、「在籍が確認できないため不明。」と回答して

いることから、申立人の同社に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除に



                      

  

ついて確認することができない。 

また、雇用保険加入記録回答票において、申立人のＢ社に係る雇用保険

被保険者記録は確認できない上、申立人は同社における同僚等の氏名を記

憶していないため申立てに係る証言を得ることはできないことから、申立

人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認する

ことができない。 

申立期間③について、申立人は、当該期間にＣ社で勤務していたと述べ

ている。 

しかしながら、Ｄ社は、「既存資料では、在籍が確認できないため不

明。」と回答していることから、申立人の同社に係る勤務実態及び厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

また、雇用保険加入記録回答票において、申立人のＣ社に係る雇用保険

被保険者記録は確認できない上、申立人は同社における同僚等の氏名を記

憶していないため申立てに係る証言を得ることはできないことから、申立

人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認する

ことができない。 

このほか、申立期間①から③までについて、現在、申立人の夫が勤務す

る事業所が加入している健康保険組合は、「申立人の夫は昭和 61 年６月

23 日から現在に至るまで、当組合の被保険者であり、申立人は同年 12 月

13 日に被扶養者認定されて以来、現在に至るまで、途中で被扶養者を外

れた旨の記録は無い。」と回答している上、申立人は、厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資

料を所持しておらず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7471 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年 10 月１日から 30 年 10 月１日まで 

             ② 昭和 31 年１月 23 日から同年 10 月１日まで 

             ③ 昭和 51 年８月１日から同年 10 月１日まで 

    厚生年金保険の記録によると、私がＡ社に勤務していた期間の標準報

酬月額が、申立期間①及び②は１万 6,000 円となっているが、当時の給

与額は毎年昇給していたことから、標準報酬月額が直前のものより減額

になるとは考えられないので、１万 8,000 円であったはずである。 

    申立期間③は、標準報酬月額の上限額である 32 万円となるところ 28

万円と記録されている。 

    調査の上、申立期間①から③までの標準報酬月額の記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人は、当該期間の標準報酬月額は、１

万 8,000 円であったと主張している。 

   しかしながら、Ａ社は、当該期間に係る賃金台帳等の資料は保管してお

らず、申立人の申立てどおりの保険料控除及び届出の内容については不明

と回答しており、申立人の当該期間当時の報酬月額及び厚生年金保険料の

控除額を確認することができない。 

   また、同僚の申立期間①及び②に係る標準報酬月額を調査したところ、

複数の者についても申立人と同様に当該期間に係る標準報酬月額が直前の

標準報酬月額と比較して減額となっており、申立人の標準報酬月額が同僚

と相違して減額となっている状況は見当たらない。 



                      

  

   さらに、当該期間に係るＡ社Ｂ支店及び同社Ｃ支店の健康保険厚生年金

保険被保険者名簿並びに申立人の厚生年金保険被保険者台帳を確認しても、

申立人の標準報酬月額が遡って訂正される等の不自然な記載は無く、オン

ライン記録とも一致している。 

   申立期間③について、申立人は、当該期間当時の給与額は標準報酬月額

の上限額を上回る額を支給されていたと主張している。 

   しかしながら、Ａ社は、当該期間に係る厚生年金保険料の控除額が確認

できる賃金台帳等の資料を保管していないことから、申立人の当該期間に

おける報酬月額及び保険料控除額を確認することができない。 

   また、Ａ社本社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申

立人の当該期間における標準報酬月額は、当該期間の直前は上限額の 20

万円であったところ、昭和 51 年８月の法改正（上限額 20 万円を 32 万円

に改定）に伴い、同年８月から 28 万円に増額となる改定が行われている

上、同年 10 月の定時決定では上限額の 32 万円に増額決定されており、申

立人と同年代の５名の同僚についても、申立人と同様の改定が行われてい

ることから、標準報酬月額の改定に関する社会保険事務所（当時）の一連

の事務処理にも不自然さはうかがえない。 

   さらに、複数の同僚が、「標準報酬月額は、当時の給与額に見合う額で

ある。」と供述している。 

   加えて、申立人は、申立期間①から③までに係る厚生年金保険料の控除

額を確認できる給与明細書等を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間①から③までにおける厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①から③までについて、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7472 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月１日から 42 年４月１日まで 

    私は、昭和 42 年３月 31 日にＡ社を実家の手伝いのために退職した。

申立期間当時の厚生年金保険被保険者証を保管しており、脱との押印が

あるが、脱退手当金をもらった記憶は無く、印の日付が同社を退職後２

年以上も経過した日であることを、平成 18 年頃に初めて知った。Ｂ年

金事務所に確認したものの、書類は残っていないということであったが、

申立期間を調査して被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   当時の事務処理においては、脱退手当金を支給した場合、脱退手当金の

請求書類として提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給し

た旨の｢脱｣表示をすることとされており、申立人が現在も所持している厚

生年金保険被保険者証には、当該表示が確認できることを踏まえると、申

立人の意思に基づかないで脱退手当金が請求されたものとは認め難い。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿の申立人

の欄には、脱退手当金の支給を意味する｢脱｣表示がされているとともに、

脱退手当金の支給月数及び支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人は、Ａ社の被保険者資格喪失後に、国民年金の強制加入

期間があるにもかかわらず、昭和 45 年２月まで加入していないことから、

年金制度に対する意識が高かったとは考え難い上、申立人から聴取しても

受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうか

がわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7473 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11 年８月 21 日から同年 12 月１日まで 

    平成 11 年８月 31 日までＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に正社員として

勤務していたので、厚生年金保険の被保険者資格喪失日が同年８月 21

日であることは納得できない。また、同年９月１日から同年 11 月 30 日

までは、同社Ｄ営業所に契約社員として勤務した。給与面の条件説明の

際に、厚生年金保険等の社会保険の取扱いは正社員と同じであると認識

したので、国民年金には加入しなかった。調査の上、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された申立人に係る人事記録及び申立人の退職願によると、

申立人は、平成 10 年４月１日にＡ社に入社、11 年８月 20 日に同社Ｃ支

店を依願退職し、同年９月１日から同社Ｄ営業所にパート・アルバイトと

して採用され、同年 11 月 30 日に同契約が終了していることが確認できる。 

   また、Ｂ社から提出されたＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者資格喪

失確認通知書によると、申立人は、平成 11 年８月 21 日に同社の厚生年金

保険被保険者資格を喪失していることが確認できる上、同社が加入してい

たＥ厚生年金基金の申立人に係る中脱記録照会（回答）においても、申立

人は、同年８月 21 日付けで同基金の加入員資格を喪失していることが確

認でき、いずれもオンライン記録と一致するとともに、雇用保険の記録と

も符合する。 

   さらに、Ｂ社から提出された申立人に係る平成 11 年分個人別賃金管理

台帳によると、同年８月分から同年 11 月分までの給与から厚生年金保険

料が控除されていないことが確認できる。 



                      

  

   加えて、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておら

ず、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。

 


